
家具転倒防止器具等設置補助のご案内 
松伏町では、地震による家具の転倒などの被害から生命等を守るため、『家具転倒防止 

器具購入費等補助』事業を行っております。 

 

    
～ 補助事業の内容 ～ 

 
 次に掲げる要件を満たす世帯の世帯主が対象になります。 

 （ア）町内にお住まいで、住民基本台帳に記録されている方の世帯 

 （イ）次の①～④の者のみで構成されている世帯 

   ①６５歳以上の方 

   ②１５歳未満の方 

   ③身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を 

お持ちの方 

④介護保険法による要介護者又は、要支援者である方 

         

対象となる世帯 

◎補助金による支給 

 お住まいに取付ける家具転倒防止器具

の購入費および設置費を補助します。 

  

《補助金の額》 

 購入費の２分の１（１００円未満の端数

切捨て）の額。 

 ただし、１世帯あたり補助限度額は、５，

０００円です。 

◎器具による支給 

 松伏町が家具転倒防止器具を支給し、

町に登録した事業者が、お住まいに伺

い、器具の取り付けを行います。 

 当面の間、無償で取付けを行いますの

で、基本的に本人負担なしで取付けでき

ます。（補強が必要な場合を除きます。） 

１世帯につき、家具３点までの転倒防

止器具を支給します。 

上記の補助対象者 

《申請方法》 
申請は、『松伏町家具転倒防止器具購入費等補助金交付（家具転倒防止器具支給）申請書』

に見積書等を添えて、松伏町に提出して下さい。 

  

【お問合せ】松伏町役場総務課 地域安全担当 ０４８－９９１－１８９５ 

  

 

対象となる経費 
 

２つの方法があります 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_yqvI7ufLAhVoI6YKHSc-Bi8QjRwIBw&url=http://www.city-nakatsu.jp/doc/2014040100741/&psig=AFQjCNFUoj-kEW6e6mGF5AzSXT6nWOMVAg&ust=1459408487400101

